
-1- 

 

岐阜県結核予防費補助金交付要綱 

 

 （総則） 

第１条 県は、結核の早期発見・早期治療により感染の予防を図るため、感染症

  の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

   号。以下「法」という。）第５８条の３の規定に基づき学校又は施設の設置者

 （以下「学校等の長」という。）が支弁する費用に対し、法第６０条の規定に

 基づき、予算の範囲内で、学校等の長に補助金を交付するものとし、その交付

 に関しては、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下規

 則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（欠格事由）  

第２条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができな

い。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。） 

（２）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所

の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）

を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用

人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。

以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関

与している個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。） 

（４）役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用してい

る個人又は法人等 

（５）役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力

団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用して

いる個人又は法人等 

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している
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個人又は法人等 

（７）役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有している個人又は法人等 

（８）役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している

者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約

等を締結し、これを利用している個人又は法人等 

 

 （補助対象費用等） 

第３条 補助金の交付の対象となる費用、補助基準額及び補助金の額は、別表の

 とおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金交付申請書及びその添付書類の様式は、別記第１号様式のとおり

とし、補助金の交付を受けようとする学校等の長は、申請書等を学校又は施設

の所在地を管轄する保健所長に提出するものとする。ただし、複数の保健所の

管轄内に学校又は施設を設置している学校等の長にあっては、主たる学校又は

施設の所在地を管轄する保健所長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書の提出期限は、別に定める。 

３ 補助金の交付を受けようとする学校等の長は、前３項に規定する補助金の交

 付申請にあたって、当該補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除

 税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

 （昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消

 費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

 第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助

 対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入

 控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請

 時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この

 限りではない。 

 

 （補助金の交付決定） 

第５条 保健所長は、前条の申請があった場合は、規則第５条の規定により補助

 金の交付決定を行い、規則第７条の規定により補助金の交付を受けようとする

 事業者（以下「補助事業者」という。）に対し、その内容を通知するものとす
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 る。 

 

 （補助金の交付の条件） 

第６条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第６条第２号から第

４号までに掲げる事項とする。 

２ 規則第６条第２号の保健所長の定める軽微な変更は、１００分の２０を超え

 ない補助対象事業の事業費総額の減額変更その他補助目的の達成になんら支障

 を来さない事業計画の変更とする。 

３ 補助事業者が規則第６条第２号及び第３号の保健所長の承認を受けようとす

 る場合の申請書の様式は、次の各号に掲げるとおりとし、学校等の長は第４条

 第１項に定める手続きに準じて行うものとする。 

 一 補助事業内容変更承認申請書   別記第２号様式 

 二 補助事業中止（廃止）承認申請書  別記第３号様式 

 

 （申請の取下げ） 

第７条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、

 補助金の交付の決定の日から１０日以内とする。 

 

 （実績報告） 

第８条 実績報告書及びその添付書類の様式は、別記第４号様式のとおりとし、

学校等の長は報告書等を学校又は施設の所在地を管轄する保健所長に提出する

ものとする。ただし、複数の保健所の管轄内に学校又は施設を設置している学

校等の長にあっては、主たる学校又は施設の所在地を管轄する保健所長に提出

するものとする。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、別に定める。 

３ 第１項の報告を行うにあたって、補助金にかかる消費税及び地方消費税に係

 る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

 除税額を減額して報告しなければならない。 

 

 （補助金の額の確定） 

第９条 保健所長は、前条の報告書の提出があった場合には、必要な検査を行い、

その報告に係る補助事業の実施結果が、補助金交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補
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助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第10条 保健所長は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後、当該補助

金を交付する。ただし、保健所長が特に必要があると認めるときは、規則第５

条に規定する補助金の交付の決定をした額の全部又は一部を概算払いの方法に

より交付することができる。 

 

 （補助金交付請求書） 

第11条  請求書の様式は、別記第５号様式のとおりとする。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第12条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消

費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に

伴う報告書（別記第６号様式）を提出するものとする。 

２ 保健所長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全

 部又は一部の返還を命ずる。 

 

（補助金の実施計画） 

第13条 やむを得ない理由により交付決定前に健康診断を実施する学校等の長は、別

記第７号様式により、補助金の実施計画を学校又は施設の所在地を管轄する保健

所長に提出するものとする。 

２ 前項の計画の提出を受けた保健所長は、提出があった計画の内容を審査し、適当

であると判断した場合には、当該学校等の長に承認した旨を通知するものとする。 

 

 （財産処分の制限） 

第14条 規則第２１条第２号に規定する知事の定める財産は、取得価格又は効用

の増加価格が１件当たり５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第２１条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等

 に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５条）に定める期間に相当する期間と

 する。 
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 （書類、帳簿等の保存期間） 

第15条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、その補助事業が完

了した年度の翌年度以後１５年間とする。 

 

 （補助金の交付事務） 

第16条  補助金の交付に係る事務は保健所長が行うものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和６１年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、昭和

６０年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和６２年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、昭和

６１年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成

１１年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  

１２年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  

１４年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  

１８年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  
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２０年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  

２１年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成  

２５年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、平成 

２６年度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。  

 

附 則 

 この要綱は、令和６年度分の予算に係る補助金から適用するものとし、令和５

度分以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。 
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別表（第２条関係） 

     補助対象費用         補 助 基 準 額   補助金の額 

  学校等の長が法第５ 

 ３条の２第１項の規定 

 により、当該年度内に 

 おいて行う健康診断の 

 ために必要な報酬、職 

 員手当（特殊勤務手 

 当）、賃金、報償費、 

 旅費、需用費（消耗品 

 費、燃料費、会議費、 

 印刷製本費、光熱水 

 費、修繕料、医薬材料 

 費）、役務費（通信運 

 搬費、広告料、手数 

 料、損害保険料）、委 

 託料、使用料及び賃借 

 料、工事請負費、備品 

 購入費、公課費 

 

 

  次の各項目の延受診者数に当該項 

 目ごとに知事が別に定める額を乗じ 

 て得た額の合計額 

 

 (1)レンズカメラによる間接撮影 

 (2)７０mmミラーカメラによる間接 

   撮影 

 (3)１００mmミラーカメラによる間 

    接撮影 

 (4)直接撮影 

 (5)喀痰検査 

  次の額のう 

 ち最も少ない 

 額に３分の２ 

 を乗じて得た 

 額 

 (1)補助対象 

    費用の支 

    出額 

 (2)補助基準 

    額 

 (3)総支弁費 

    用から寄 

    付金その 

    他の収入 

    額を控除 

    して得た 

    額 
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別記第１号様式（第４条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

 

住所 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）     

 

                  年度岐阜県結核予防費補助金交付申請書 

 

     年度岐阜県結核予防費補助金を交付されるよう岐阜県補助金等交付規

則第４条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

                                   記 

 

１ 補助金交付申請額       金       円 

２     年度岐阜県結核予防費補助金所要額調書（別紙１） 

３ 事業計画書及び所要額明細等 

 （１）結核健康診断事業計画及び所要額明細（別紙２） 

 （２）結核健康診断所要額積算内訳（別紙３） 

４ 添付書類 

 （１）    年度歳入歳出予算書（見込書）抄本 

      （注）予算書には、当該事業の補助対象事業に係る額を備考欄に記入する

      とともに責任者の証明を付すること。 

  （２）その他参考となる資料 
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別紙１ 

 

年度岐阜県結核予防費補助金所要額調書 

 

                                                                                                                      （単位：円） 

   総事業費 

 

 

 

    （Ａ） 

収入予定額 

（寄付金その他

の収入額を含

む） 

（Ｂ） 

  差 引 額 

  (A)－(B) 

 

 

（Ｃ） 

補助対象費用 

の支出予定額 

 

 

（Ｄ） 

  補助基準額 

 

 

 

（Ｅ） 

  補助基本額 

 

 

 

（Ｆ） 

  補助所要額 

  (F)×2/3 

 

 

（Ｇ） 

備 考 

        

 

（注）１ 「収入予定額」（Ｂ）欄には、実費徴収予定額を含めて計上すること。 

２ 「補助所要額」に１円未満の端数を生じたときは切捨てること。 

３ 「補助対象費用の支出予定額」（Ｄ）、「補助基準額」（Ｅ）には、別紙２の「支出予定額」（ａ）、「補助基準額」

（ｂ）の合計額をそれぞれ転記すること。「補助基本額」（Ｆ）には、差引額（Ｃ）と別紙２の「補助基本額」（ｃ）

の合計額の少ない方を転記すること。 
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別紙２ 

                   結核健康診断事業計画及び所要額明細 

 

 区  分 

 受診人員 

 

 

       人 

 支  出 

 予 定 額 

 

       円 

  （ａ） 

 補  助 

 基 準 額 

 

       円 

  （ｂ） 

 補  助 

 基 本 額 

 

       円 

  （ｃ） 

 

 健 

 康 

 診 

 断 

 間接 

 撮影 

 ﾚﾝｽﾞｶﾒﾗ     

 70mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 100mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 直接撮影     

 喀痰検査 

    

         合    計     

 

（注） 「補助基本額」（ｃ）については、健康診断のそれぞれの区分ごとで判

   断するものとし、「支出予定額」（ａ）、「補助基準額」（ｂ）のうちい

   ずれか少ない額を記入すること。 

        ただし（ｃ）の合計欄については、区分ごとで選定した額の和を記入す

   ること。 
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別紙３ 

               結核健康診断所要額積算内訳（備品購入品目） 

        品   目 
   支 出 予 定 額 

   備   考 
 数 量  金   額(円) 

    

 

（注）１ 本事業の対象費用として、５万円以上の備品を購入する場合に記入す

    ること。 

      ２ 「備考欄」に、品目の必要理由を記入のこと。 
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                     年度    歳入歳出予算書抄本 

歳 入 

                                 （円） 

       科   目        予 算 額        備  考 

   

 

歳 出 

 

       科   目        予 算 額        備  考 

   

 

 上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

            年 月 日 

 

住所 

                                  氏名（法人等の名称及びその代表者名）    
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別記第２号様式（第６条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

 

住所 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）    

 

         年度岐阜県結核予防費補助金に係る事業内容変更承認申請書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記補助金に

係る事業の内容を下記のとおり変更したいので、承認されるよう申請します。 

 

                                   記 

 

１ 補助金交付申請額       金       円 

      補  助  所  要  額      金       円 

      既 交 付 決 定 額      金       円 

   差引今回追加（△減）額      金       円 

２     年度岐阜県結核予防費補助金所要額調書（別紙１） 

３ 事業計画書及び所要額明細等 

 （１）結核健康診断事業計画及び所要額明細（別紙２） 

 （２）結核健康診断所要額積算内訳（別紙３） 

４ 添付書類 

 （１）    年度歳入歳出予算書（見込書）抄本 

      （注）予算書には、当該事業の補助対象事業に係る額を備考欄に記入する 

      とともに責任者の証明を付すること。 

  （２）その他参考となる資料 
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別紙１ 

 

年度岐阜県結核予防費補助金所要額調書 

 

                                                                                          （単位：円） 

 総事業費 

 

 

 

 

  （Ａ） 

 収 入 予 定

額（寄付金

そ  の他の

収入額を含

む） 

   （Ｂ） 

 差 引 額 

 (A)－(B) 

 

 

 

  （Ｃ） 

 補助対象  

費用の支  

出予定額 

 

 

  （Ｄ） 

 補助基準額 

 

 

 

   （Ｅ） 

 補助基本額 

 

 

 

 

    （Ｆ） 

 補   助 

 所 要 額 

 (F)×2/3 

 

 

  （Ｇ） 

 既 交 付 

 決 定 額 

 

 

 

  （Ｈ） 

 差  引  今 

回  追  加 

（△減）額 

 (G)－(H) 

 

   （Ｉ） 

備考 

          

 

（注）１ 「収入予定額」（Ｂ）欄には、実費徴収予定額を含めて計上すること。 

２ 「補助所要額」に１円未満の端数を生じたときは切捨てること。 

３ 「補助対象費用の支出予定額」（Ｄ）、「補助基準額」（Ｅ）には、別紙２の「支出予定額」（ａ）、「補助基準額」

（ｂ）の合計額をそれぞれ転記すること。「補助基本額」（Ｆ）には、差引額（Ｃ）と別紙２の「補助基本額」（ｃ）

の合計額の少ない方を転記すること。
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別紙２ 

                   結核健康診断事業計画及び所要額明細 

 区  分 

 受診人員 

 

 

       人 

 支  出 

 予 定 額 

 

       円 

  （ａ） 

 補  助 

 基 準 額 

 

       円 

  （ｂ） 

 補  助 

 基 本 額 

 

       円 

  （ｃ） 

 健 

 康 

 診 

 断 

 間接 

 撮影 

 ﾚﾝｽﾞｶﾒﾗ     

 70mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 100mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 直接撮影     

 喀痰検査 

    

         合    計     

(注)１ 変更を生じた事業については、当初申請内容の上段に（ ）書で記入する

   こと。 

   変更理由（                           ） 

  ２ 「補助基本額」（ｃ）については、健康診断のそれぞれの区分ごとで判

   断するものとし、「支出予定額」（ａ）、「補助基準額」（ｂ）のうちい

   ずれか少ない額を記入すること。 

        ただし（ｃ）の合計欄については、区分ごとで選定した額の和を記入す

   ること。 
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別紙３ 

               結核健康診断所要額積算内訳（備品購入品目） 

        品   目 
   支 出 予 定 額 

   備   考 
 数 量  金   額(円) 

    

 

（注）１ 本事業の対象費用として、５万円以上の備品を購入する場合に記入す

    ること。 

      ２ 「備考欄」に、品目の必要理由を記入のこと。 
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別記第３号様式（第６条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

 

住所 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）    

 

       年度岐阜県結核予防費補助金に係る事業中止（廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記補助金に

係る事業を下記の理由により中止（廃止）したいので、承認されるよう申請しま

す。   

 

                                   記 

 

      中止（廃止）の理由 



-18- 

 

別記第４号様式（第８条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

 

住所 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）    

 

             年度岐阜県結核予防費補助金に係る事業実績報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記補助金に

係る事業を完了しましたので、岐阜県補助金等交付規則第１３条の規定により、

関係書類を添えて報告します。 

 

                                   記 

 

１ 補助金精算額       金       円 

２     年度岐阜県結核予防費補助金精算書（別紙１） 

３ 事業実績書及び精算書明細等 

 （１）結核健康診断費所要額内訳（別紙２） 

 （２）結核健康診断受診人員内訳（別紙３） 

  （３）結核健康診断費精算書積算内訳（別紙４） 

４ 添付書類 

 （１）    年度歳入歳出決算書（見込書）抄本 

      （注）決算書には、当該事業の補助対象事業に係る額を備考欄に明記する 

      とともに責任者の証明を付すること。 

  （２）その他参考となる資料 
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別紙１ 

年度岐阜県結核予防費補助金精算書 

 

                                                                                                                （単位：  円） 

 総事業費 

 

 

 

 

 

 

  （Ａ） 

収入額 

 （寄付金

その他の

収入額を

含む） 

 

 

 （Ｂ） 

差 引 額 

(A)－(B) 

 

 

 

 

 

（Ｃ） 

 補助対象  

費用の実支

出額 

 

 

 

 

  （Ｄ） 

補 助 

基準額 

 

 

 

 

 

（Ｅ） 

 補助 

 基本額 

 

 

 

 

 

（Ｆ） 

 補   助 

 所 要 額 

(F)×2/3 

 

 

 

 

（Ｇ） 

 補助交付 

 決 定 額 

 

 

 

 

 

  （Ｈ） 

補助額 

 

（G）、(H)を 

比較して 

少ない方の 

額 

 

（Ｉ） 

 

補 助 

受入額 

 

 

 

 

 

（Ｊ） 

 差 引 額 

  （△） 

 不 足 額 

(J)－(I) 

 

 

 

  （Ｋ） 

 備考 

            

（注）１ 「収入額」（Ｂ）欄には、実費徴収額を含めて計上すること。 

         ２ 「補助所要額」に１円未満の端数を生じたときは切捨てること。 

３ 「補助対象費用の実支出額」（Ｄ）、「補助基準額」（Ｅ）には、別紙２の「実支出額」（ａ）、「補助基準額」（ｂ）

の合計額をそれぞれ転記すること。「補助基本額」（Ｆ）には、差引額（Ｃ）と別紙２の「補助基本額」（ｃ）の合計額

の少ない方を転記すること。
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別紙２ 

                      結核健康診断費所要額内訳 

 区  分 

 受診人員 

 

 

       人 

 実支出額 

 

 

       円 

  （ａ） 

 補  助 

 基 準 額 

 

       円 

  （ｂ） 

 補  助 

 基 本 額 

 

       円 

  （ｃ） 

 健 

 康 

 診 

 断 

 間接 

 撮影 

 ﾚﾝｽﾞｶﾒﾗ     

 70mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 100mmﾐﾗｰｶﾒﾗ     

 直接撮影     

 喀痰検査 

    

         合    計     

（注） 「補助基本額」（ｃ）については、健康診断のそれぞれの区分ごとで判

   断するものとし、「実支出額」（ａ）、「補助基準額」（ｂ）のうちいず

   れか少ない額を記入すること。 

        ただし（ｃ）の合計欄については、区分ごとで選定した額の和を記入す

   ること。 
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別紙３ 

 

                                            結核健康診断受診人員内訳 

 

 
     区  分 

 

個 所 数 

 

対象人員 

 

受診人員 

 

受 診 率 

 健  康  診  断  

間接撮影 直接撮影 喀痰検査 

 

 

 

１９歳以上学生生徒 

 
         人          人          ％          人          人          人 

 

高   校   生 

       

 

施        設 

       

 

合   計 
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別紙４ 

               結核健康診断費精算書積算内訳（備品購入費） 

   品  目 
       支 出 予 定 額 

 収入額(円)  備 考 
 数量  単 価(円)  金  額(円) 

      

 

（注）１ 本事業の対象費用として、５万円以上の備品を購入する場合に記入す

    ること。 
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別紙 

 

 参考資料 

 

 １ 定期健康診断による結核患者等の発見数 
 

 
 

区  分 

 

受診人員 

 

発見患者 

 

発見率 

発病の恐れ 

があると診 

断された者 

 

発見率  

 19歳以上 

 学生生徒 

     

 高 校 生      

 施   設      

 合   計      

 

 （注）受診人員は、別紙３の受診人員と一致すること。従って保健所及び医療

    機関で実施した全ての定期健康診断が対象となること。 

    発見率は、小数点以下第２位まで（３位以下四捨五入）記入のこと。  
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                 年度    歳入歳出決算（見込）書抄本 

 

歳 入 

                                （円） 

       科   目  決 算 額   収入済額        備  考 

    

 

歳 出 

 

       科   目  決 算 額   支出済額        備  考 

    

 

 上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

            年 月 日 

 

住所 

                                  氏名（法人等の名称及びその代表者名）    
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別記第５号様式（第11条関係） 

 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

住所 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）    

 

                  年度岐阜県結核予防費補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた標記補助金を

下記のとおり請求します。 

 

                                   記 

 

                     金             円 

 

 口 

 座 

 振 

 込 

 先 

 金融機関名  

 預金の種別 

  口座番号 

  

 名   義 

 

 

（概算払いにより交付を受けようとする場合には、次の表を付記すること。） 

 交 付 決 定 額                                                 円 

 受 領 済 額                                                 円 

 今回概算交付請求額                                                円 

 残       額                                                円 
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別記第６号様式（第12条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

    保健所長 様 

 

住所                 

                氏名（法人等の名称及びその代表者名）    

 

                  年度消費税及び地方消費税仕入控除額報告書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定を受けた岐阜県結核予

防費補助金について、岐阜県結核予防費補助金交付要綱第11条第１項の規定に基

づき、下記のとおり報告します。 

 

                                   記 

 

１ 岐阜県補助金等交付規則第14条に基づく額の確定又は事業実績報告額   

            金         円 

 

２ 消費税及び地方消費税額の申告により確定した消費税及び地方消費税仕入控

 除税額（要県補助金返還相当額） 

            金         円 

 

 （注）その他参考となる書類（２の金額の積算の内訳等）を添付すること。  
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別記第７号様式（第13条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

   保健所長 様 

 

住所              

氏名（法人等の名称及びその代表者名） 

 

  年度岐阜県結核予防費補助金交付要綱に基づく健康診断 

の実施について 

 

 このことについて、下記のとおり交付決定前に事業を実施することを計画して

いますので、承認いただくようお願いします。 

 

記 

 

 １ 施設の所在地及び名称 

 

 ２ 実施予定日 

 

 ３ 健康診断の予定人数 

区  分 予定人数 

 

間接撮影 

レンズカメラ  

７０mm ミラーカメラ  

１００mm ミラーカメラ  

直 接 撮 影  

喀 痰 検 査  

合  計  

 

 ４ 交付決定前に実施する理由 

 

 

 


